
【医療機関・薬局等における感染拡大防止支援補助金】 

 

対象となり得る経費の整理について 

 

 対象となり得る経費についての問い合わせが多数寄せられているところですが、この質問について厚生労働省

の Q&A が 12 月２２日に追加されましたのでお知らせします。 

 

（抜粋元）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第 10 版）について（12 月 22 日更新） 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【回答：厚生労働省】 

 

 

 

 

 

 

【追記：和歌山県】 

 質問事項に例示された経費等については、補助金の目的に合致するならば補助の対象となり得ます。 

 そのため、補助金を申請する際には、申請する費用が院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医

療を提供するために必要な理由を「参考資料：チェックリスト（その他）」に記載してください。 

 現時点で和歌山県に申請のあった経費とその用途などの事例を「医療機関・薬局等における感染拡大防止補助

金【購入物品等事例】」として掲載しますので、書類作成の参考としてください。 

（参考資料） 

・参考資料：チェックリスト（その他） 

・医療機関・薬局等における感染拡大防止補助金【購入物品等事例】 

（答） 

〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域

で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。  

〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内

等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用につい

て、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。  

  ※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。 

10 質問１において、医療機関･薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「『従前

から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用

に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要

する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり

得るということでよいでしょうか。  

（例）  

・日常業務に要する消耗品費（固定資産に計上しないもの）  

・日常診療に要する材料費（衛生材料、消毒薬など）  

※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外  

・換気のための軽微な改修（修繕費となるもの）  

・水道光熱費、燃料費  

・電話料、インターネット接続等の通信費  

・休業補償保険等の保険料  

・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの  

・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの  

・日常診療に要する検査外注費 

※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外  

・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料  

・既存の診療スペースに係る家賃  

・既存の医療機器・事務機器のリース料 



参考資料：チェック表（その他）

科目

支出科目チェック表中、上記の科目「その他」欄の内容は以下のとおり。

支出内容 金額（円）

合計

※参考様式となりますので、別の目的、用途、支出内容、金額が確認できれば、別の用紙でも構いません。

目的・用途

（ 税抜き ・ 税込み ）
※どちらかに○を記入してください。



医療機関・薬局等における感染拡大防止補助金【購入物品等事例】

科目 目的・用途 支出内容 金額（円）

需用費
感染拡大防止のため、換気を行いながら診療を
実施するにあたって、網戸の取り付けが必要と
なった。

 網戸の取り付け 200,000    

需用費
感染拡大防止のため、自動水栓洗面台（非接触
型）を導入することにより、不特定多数が触れる
部分を減らした。

 洗面台の修繕
（自動水栓洗面台の導入） 200,000    

需用費
-

(チェックリスト掲載物品のため,目的等の記載不要)  非接触型体温計 50,000      

需用費
感染疑い患者を別室で診察するため、使用して
いない建物を修繕し、診察室とした。

 診察室の改修 1,000,000  

需用費
診療所の床面を抗菌効果のあるものにすること
により、感染拡大防止に効果が期待される。

 抗菌カーペット 200,000    

需用費
診療所の壁紙を抗菌効果のあるものにすること
により、感染拡大防止に効果が期待される。

 抗菌壁紙の導入 300,000    

需用費
感染拡大防止対策のため、スリッパを抗菌仕様
のものに変更した。

 抗菌スリッパ 100,000    

需用費
発熱がある感染疑い職員に対して使用すること
により、いち早く隔離措置をとることができ、院内
感染の防止効果が期待される。

 抗原検査キット
（診療報酬を請求しないものに限る） 600,000    

備品購入費
感染拡大防止のため、低濃度オゾン発生装置を
設置することにより、ウイルスの不活性化に効
果が期待される。

 低濃度オゾン発生装置 100,000    

備品購入費
待合における混雑、密を避けるため、受付番号
発券機を設置し、発券番号順に患者を呼び込む
ことにより感染拡大防止に効果が期待される。

 受付番号発券機 200,000    

備品購入費
-

(チェックリスト掲載物品のため,目的等の記載不要)  空気清浄機 100,000    

備品購入費
感染拡大防止のための物品を備蓄するため、物
置を購入した。

 物置の購入 1,000,000  

備品購入費

感染拡大防止のため
・遠隔診療を実施するために購入。
・感染疑い患者用に別室を整備し、診療に必要
な機器を整備した。
・外部との接触機会を減らす目的でWEB会議を
行う。
・診療所内の密を避ける目的で、職員がテレ
ワークを行う際に使用する。

 パソコン 200,000    

備品購入費
ドライブスルー検査を行う際に、雨天でも対応が
可能となるよう、駐車場に雨除けを設置した。

 雨除けの設置 200,000    

備品購入費
感染拡大防止のため、換気機能の付随したエア
コンを導入した。

 エアコン 200,000    



医療機関・薬局等における感染拡大防止補助金【購入物品等事例】

科目 目的・用途 支出内容 金額（円）

備品購入費
感染防止のため、器具の消毒に使うための次亜
塩素酸水を生成する。

 次亜塩素酸水生成器 400,000    

備品購入費
車両台数を増やすことにより、訪問看護を行う際
に、同乗人数を減らすことができ、感染拡大防止
効果が期待される。

 車 1,000,000  

備品購入費

感染拡大防止対策のため
・アルコールを用いて拭き掃除が可能なものを
導入する。
・患者同士が向かいあわないレイアウトに変更
する。

 待合用いす 300,000    

備品購入費
感染疑い患者専用の車いすを整備することによ
り、感染拡大を防ぐ。

 車いす 300,000    

備品購入費
感染拡大防止のため、白衣の洗濯回数が増加
したため、洗濯機を１台追加した。

 洗濯機 300,000    

備品購入費
感染拡大防止のため、感染疑い患者専用のも
のを１台追加した。

 ・心電図検査装置
・血圧計
・パルスオキシメーター

800,000    

備品購入費
滅菌仕様のロッカーを導入することにより、感染
拡大防止を図る。

 滅菌ロッカー 250,000    

備品購入費
精算時の患者との対面、接触を避けることで、
感染拡大防止効果が期待できる。

 自動精算機 3,000,000  

役務費
院内感染防止のため、換気機能を向上させるこ
とを目的に清掃を実施した。

 換気扇クリーニング
エアコンクリーニング 100,000    

役務費
密を避けるため、患者が駐車場で待機すること
とし、そのため新たに駐車場を借りた。

 駐車場利用料 500,000    

役務費
感染拡大防止のため、ナノチタンを用いた抗菌
コーティングを行う。

 抗菌コーティング（ナノチタン） 500,000    


